




                                               令和 7 年 2 月 10 日 

会 員 各 位                   時任町会  

                        会 長 高橋  松恵  

  

     令和7年度 班長の選出について（再告） 

 

新班長の選出につきましては、先に 1 月 10 日付回覧にてお願いしているところであり

ますが、既に新班長さんの選出報告をいただいている班もありますが、今だ 

半数にも満たない状況から、再度本書をもちましてお願いするものであります。 

現在、取組み中の班もあるかと思います。円滑な町会運営の為、引き続きご協力をお願

いする次第です。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

１）班長の任期 

   原則１年の輪番制ですが、事情により留任されることは構いません 

 

２）班長の役割 

   ① 班員の方の意見などを町会に届ける。（区長か町会窓口へ） 

   ② 回覧板を班員へ回覧する。（原則月１回） 

   ③ 町会費を集金し町会へ届ける。 

   ④ 福祉会費、募金などを町会へ届ける。 

 

３）これからのスケジュール 

 ① 新班長選出の結果報告 

   選出期限は2月14（金）までとなってます、期限厳守でお願い致します 

 

 ② 新班長会議 ： ありません 

    ※ 新班長さんへの書類(4 月から必要な班員名簿、領収書など)は、 

      ３月末までに、区長を通してお届けします。 

 

４）町会の対応 

   ① 班長さんへの負担軽減 

      各種集金報告書や領収証の会員名の事前印字は例年通り実施します 

      各種集金報告書は今年は少し大きく(B5 サイズ)見易くする予定です 

   ② 班長さんの活動中の事故などに備える １年間の障害保険に加入します 








